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平
成
�1
年
７
月
９
日
に
執

行
さ
れ
た
甲
良
町
の
福
祉
空

間
工
事
（
下
之
郷
地
先
）
の

入
札
に
お
い
て
、
濱
野
圭
市

副
議
長
（
当
時
）
が
実
質
的

に
経
営
す
る
浜
野
工
務
店
が

落
札
し
た
。
し
か
し
、
当
初

か
ら
官
製
談
合
の
疑
惑
が
指

摘
さ
れ
て
い
た
。
甲
良
町
議

会
は
、「
官
製
談
合
疑
惑
調

査
特
別
委
員
会
」
を
設
置
し
、

調
査
活
動
を
行
っ
て
い
っ

た
。
私
は
、
途
中
か
ら
、
同

委
員
会
の
依
頼
を
受
け
、
そ

の
活
動
に
つ
い
て
法
的
ア
ド

バ
イ
ス
を
行
う
こ
と
と
な
っ

た
。意

図
的
落
札
が
判
明

５
人
の
謀
議

　

調
査
の
結
果
、
こ
の
落
札

は
、
指
名
基
準
の
格
付
け
を

滋
賀
県
の
３
号
業
者
に
ま
で

広
げ
る
変
更
を
行
っ
た
う

え
、
公
表
さ
れ
た
予
定
価
格

に
40
万
円
を
加
算
し
た
85

パ
ー
セ
ン
ト
の
金
額
で
落
札

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
公

式
に
確
認
さ
れ
た
。

　

３
号
業
者
で
あ
る
浜
野
工

務
店
に
仕
事
を
さ
せ
る
た
め

の
指
名
基
準
の
変
更
、
非
公

開
の
最
低
制
限
価
格
と
同
額

の
落
札
が
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
官
製
談
合
が
強
く
疑
わ

れ
た
。

　

こ
の
浜
野
工
務
店
の
落
札

は
、山
﨑
義
勝
町
長
（
当
時
）、

野
瀬
喜
久
男
総
務
主
監
（
当

時
）、
浜
野
圭
市
副
議
長
、

山
田
壽
一
議
長
（
当
時
）
が

共
謀
し
、
指
名
基
準
を
変
更

し
、
入
札
に
参
加
さ
せ
る
よ

う
に
仕
向
け
、
最
低
制
限
価

格
を
教
え
た
こ
と
に
よ
り
、

入
札
等
の
公
正
を
害
す
る
行

為
を
行
っ
た
可
能
性
が
高
い

こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。

　

関
係
者
４
人
は
、
疑
惑
を

否
定
す
る
証
言
を
す
る
も
の

の
、
前
記
に
つ
い
て
ま
と
も

な
説
明
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
謀
議
は
、

証
言
直
後
に
自
殺
し
た
議
会

事
務
局
長
（
当
時
）
も
加
わ

り
、
５
人
で
議
会
事
務
局
を

舞
台
に
行
わ
れ
た
こ
と
も
職

員
の
証
言
等
か
ら
浮
き
彫
り

に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
建

設
業
法
違
反
と
な
る
こ
と
を

わ
か
っ
て
い
な
が
ら
落
札
さ

せ
た
こ
と
も
問
題
と
な
っ
た

（
実
際
に
浜
野
工
務
店
は
滋

て
捜
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

兼
業
禁
止
に
該
当

　
　
　

濱
野
議
員
失
職

　

一
方
、
官
製
談
合
事
件
の

主
役
で
あ
っ
た
濱
野
副
議
長

（
当
時
）
に
対
し
て
は
、
甲

良
町
議
会
は
資
格
審
査
特
別

委
員
会
の
手
続
を
経
て
、
平

成
��
年
２
月
�1
日
、
出
席
議

員
９
人
中
６
人
の
賛
成
で
、

議
員
失
職
処
分
を
決
定
し

た
。
濱
野
前
議
員
は
、
浜
野

工
務
店
の
実
質
的
経
営
者
で

あ
り
、
こ
れ
は
地
方
自
治
法

が
定
め
る
兼
業
禁
止
に
該
当

す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
、
濱
野
前

議
員
は
、
平
成
��
年
３
月
８

日
、
滋
賀
県
知
事
に
対
し
、

失
職
処
分
の
取
り
消
し
を
求

め
て
審
査
申
立
て
を
行
っ

た
。
私
は
、
処
分
庁
で
あ
る

甲
良
町
議
会
の
代
理
人
と
し

て
、
処
分
は
中
身
も
手
続
も

正
当
で
あ
り
、
議
員
や
副
議

長
の
地
位
を
利
用
し
て
官
製

談
合
を
行
っ
た
張
本
人
が
、

か
か
る
申
立
て
を
行
う
資
格

は
な
い
と
し
て
徹
底
的
に

争
っ
た
。

濱
野
前
議
員　

補
選
中
止
の
企
て
も
敗
北

　

濱
野
前
議
員
が
失
職
し

て
、
３
人
の
議
員
が
欠
員
と

な
り
、
甲
良
町
で
は
補
欠
選

挙
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
決

定
さ
れ
、
準
備
が
進
め
ら
れ

た
が
、
濱
野
前
議
員
は
、
そ

れ
が
実
施
さ
れ
る
と
議
員
資

格
の
回
復
が
で
き
な
く
な
る

と
し
て
、
選
挙
の
直
前
で
あ

る
平
成
��
年
４
月
７
日
に
資

格
審
査
決
定
処
分
の
執
行
停

止
を
申
し
立
て
た
。

　

こ
れ
が
通
れ
ば
、
準
備
さ

れ
た
補
欠
選
挙
が
取
り
や
め

に
な
る
。

　

甲
良
町
議
会
と
し
て
は
、

こ
れ
ま
た
理
由
の
な
い
申
立

て
で
あ
る
と
し
て
徹
底
的
に

争
い
、
議
会
が
民
主
的
に
進

め
た
手
続
に
よ
る
処
分
を
知

事
が
簡
単
に
停
止
し
て
、
選

挙
ま
で
や
め
に
す
る
こ
と
は

極
め
て
問
題
が
多
い
こ
と
を

指
摘
し
た
。

　

選
挙
が
始
ま
る
直
前
の
平

成
��
年
４
月
15
日
、
滋
賀
県

知
事
は
、
濱
野
前
議
員
の
執

賀
県
か
ら
営
業
停
止
７
日
間

と
指
名
停
止
６
ヶ
月
、
甲
良

町
や
愛
荘
町
な
ど
か
ら
指
名

停
止
６
ヶ
月
の
処
分
を
受
け

て
い
る
）。

世
論
を

　
　

あ
ざ
む
く
作
戦
か

　

Ｙ
・
Ｔ
氏
が
野
瀬
主
監
か

ら
「
最
低
制
限
価
格
を
知
っ

て
い
る
の
は
前
町
長
ら
４
人

で
あ
る
」
と
い
う
発
言
を
録

音
し
た
テ
ー
プ
を
も
と
に
、

前
町
長
ら
4
人
に
対
し
、
仕

事
も
し
く
は
金
員
借
用
の
不

当
要
求
を
し
た
が
、
一
旦
は

前
町
長
と
Ｙ
・
Ｔ
氏
の
間
で

問
題
に
し
な
い
と
和
解
さ
れ

た
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
半
年

以
上
経
過
後
、
前
町
長
ら
4

人
は
、
Ｙ
・
Ｔ
氏
か
ら
恐
喝

さ
れ
た
と
被
害
届
を
出
し

た
。
こ
れ
は
議
会
に
お
い
て

官
製
談
合
が
追
求
さ
れ
る
こ

と
を
恐
れ
、
世
論
の
目
先
を

変
え
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ

る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
前
町
長
ら

の
意
を
受
け
た
警
察
は
、
Ｙ
・

Ｔ
氏
が
Ｙ
・
Ｍ
氏
、
宮
嵜
議

員
と
共
謀
し
て
起
こ
し
た
事

件
で
あ
る
と
し
て
、
３
人
を

逮
捕
・
勾
留
し
、
平
成
��
年

７
月
５
日
起
訴
し
た
。
私
は
、

途
中
か
ら
Ｙ
・
Ｍ
氏
と
宮
嵜

議
員
の
刑
事
弁
護
を
引
き
受

け
て
活
動
し
た
が
、
こ
の
刑

事
事
件
の
審
理
の
中
に
お
い

て
、
前
記
４
人
が
浜
野
工
務

店
に
落
札
さ
せ
た
経
緯
の
疑

問
点
も
明
確
に
な
っ
た
。
こ

う
し
て
、
調
査
特
別
委
員
会

に
お
け
る
解
明
と
相
ま
っ
て

官
製
談
合
が
あ
っ
た
こ
と
が

裏
付
け
ら
れ
た
と
い
え
る
。

議
会
の
要
請
を
受
け

　
　

北
川
町
長
は
告
発

　

甲
良
町
議
会
は
、
平
成
��

年
1�
月
９
日
、「
官
製
談
合

あ
り
」
と
す
る
調
査
特
別
委

員
長
報
告
を
可
決
し
、
同
月

１
５
日
、
町
長
へ
４
人
を
告

発
す
る
よ
う
に
求
め
た
。
そ

し
て
、
平
成
��
年
３
月
17
日
、

甲
良
町
長
や
議
員
、
町
民
有

志
は
大
津
地
方
検
察
庁
に
対

し
、
告
発
状
を
提
出
し
、
同

年
４
月
��
日
、
告
発
状
は
正

式
に
受
理
さ
れ
た
。
今
後
、

海
津
三
席
検
事
を
主
任
と
し

滋
賀
第
一
法
律
事
務
所

弁
護
士  

玉
木
昌
美

行
停
止
の
申
し
立
て
を
却
下

し
た
。
そ
の
理
由
は
「
公
職

選
挙
法
の
規
定
に
よ
り
、
補

欠
選
挙
の
効
力
を
争
う
こ
と

が
で
き
、
執
行
停
止
に
よ
ら

な
け
れ
ば
議
員
資
格
の
回
復

が
不
可
能
と
な
る
と
ま
で
は

い
え
な
い
」
と
し
た
。

濱
野
前
議
員

　

審
査
申
し
立
て
断
念

　

こ
の
甲
良
町
議
会
側
の
主

張
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
平
成
��
年
４
月
�4
日
補

欠
選
挙
は
、
予
定
ど
お
り
実

施
さ
れ
、
３
人
の
新
議
員
が

誕
生
し
た
。
そ
し
て
、
濱
野

前
議
員
は
、
同
年
４
月
�9
日

付
け
で
審
査
申
立
て
を
取
り

下
げ
、
事
件
は
終
了
し
た
。

こ
の
取
り
下
げ
に
つ
い
て
の

理
由
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
い
が
、
濱
野
前
議
員
が
こ

れ
以
上
手
続
を
継
続
し
て
も

見
通
し
は
な
い
と
考
え
た
の

か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
審
査

申
立
て
の
中
で
、
濱
野
前
議

員
は
、
刑
事
事
件
に
は
な
っ

て
い
な
い
こ
と
や
告
発
状
も

受
理
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を

強
調
し
て
い
た
が
、
執
行
停

止
却
下
直
後
の
４
月
��
日
に

正
式
に
告
発
状
が
受
理
さ
れ

た
。
刑
事
事
件
に
な
る
可
能

性
が
あ
り
、
内
容
か
ら
す
れ

ば
、
刑
事
事
件
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

裁
判
官

「
疑
惑
濃
厚
」
と
指
摘

　

宮
嵜
議
員
と
Ｙ
・
Ｍ
氏
の

恐
喝
未
遂
被
告
事
件
に
つ
い

て
、
平
成
��
年
４
月
14
日
、

大
津
地
方
裁
判
所
の
澤
田
正

彦
裁
判
官
は
、
判
決
の
中
で
、

明
確
な
根
拠
を
あ
げ
て
「
最

低
制
限
価
格
を
副
議
長
に
漏

ら
し
た
官
製
談
合
の
疑
惑
が

非
常
に
濃
厚
で
あ
る
」、
さ

ら
に
「
被
害
者
ら
に
も
官

製
談
合
の
疑
惑
が
濃
厚
に
あ

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

民
主
的
た
た
か
い

　
　

変
わ
る
甲
良
町

　

甲
良
町
議
会
が
官
製
談
合

疑
惑
調
査
特
別
委
員
会
を
設

置
し
、
精
力
的
な
調
査
を
行

い
、
前
町
長
ら
４
人
が
官
製

談
合
に
関
与
し
た
疑
惑
が
濃

厚
で
あ
る
と
し
て
町
長
に
対

し
、
告
発
を
要
請
し
た
。

　

北
川
豊
昭
町
長
が
こ
れ
に

応
じ
て
、
正
式
に
告
発
に

至
っ
た
こ
と
は
、
民
主
的
な

議
会
の
活
動
と
し
て
実
に
画

期
的
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

良
識
を
示
し
た
と
い
え
る

（
甲
良
町
の
顧
問
弁
護
士
と

私
が
肩
を
並
べ
て
検
察
庁
に

告
発
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た

わ
け
で
あ
る
）。

　

そ
こ
に
は
、
甲
良
町
に
お

い
て
、
こ
の
官
製
談
合
を
絶

対
に
許
し
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
固
い
決
意
が
表
れ
て
い

る
。
ま
た
、「
刑
事
事
件
に

な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
問
題
は

な
い
。」
と
疑
惑
の
中
心
に

い
て
開
き
直
っ
て
い
た
濱
野

前
議
員
を
失
職
さ
せ
た
こ
と

も
、
そ
し
て
、
そ
の
失
職
処

分
の
取
り
消
し
の
審
査
申
立

て
事
件
で
執
行
停
止
の
申
立

て
を
却
下
さ
せ
、
つ
い
に
審

査
申
立
て
そ
の
も
の
を
取
り

下
げ
さ
せ
る
闘
い
を
行
っ
た

こ
と
も
快
挙
で
あ
る
。

　

滋
賀
県
知
事
が
お
か
し
な

判
断
を
し
な
い
よ
う
に
監
視

し
た
甲
良
町
長
や
甲
良
町
民

の
存
在
も
大
き
い
と
い
え

る
。

官
製
談
合
事
件
の

捜
査
に
注
目

　

刑
事
事
件
の
中
に
お
い

て
、
野
瀬
主
監
は
入
札
業
務

の
ト
ッ
プ
に
十
数
年
関
与
し

て
き
た
こ
と
、
入
札
に
関
す

る
情
報
（
ヒ
ン
ト
）
を
Ｙ
・

Ｔ
氏
ら
業
者
に
漏
ら
し
続
け

て
き
た
こ
と
を
証
言
し
た
。

現
在
の
良
識
あ
る
甲
良
町
議

会
が
こ
う
し
た
驚
く
べ
き

異
常
な
実
態
を
改
め
、
今
後

は
許
さ
な
い
で
あ
ろ
う
と
思

う
。
本
件
官
製
談
合
事
件
の

捜
査
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。

甲
良
町
民
が
こ
の
事
件
に
注

目
し
、
検
察
の
動
き
を
監
視

す
る
中
で
こ
そ
、
ま
と
も
な

捜
査
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

　

甲
良
町
議
会
、
甲
良
町
民

の
闘
い
は
今
後
も
続
く
。

　レポートを寄せていただいた玉木昌美弁護士とは、官製談合調査特
別委員会の「調査報告書」を取りまとめるにあたり法的助言を依頼し、
また、濱野前議員が起こした「失職決定に対する審査申し立て事件」
でも議会の代理人として委任契約した関係にあります。
　今回、上記調査特別委員会の調査報告書に基づく議会の議決に沿っ
て北川町長などが行った刑事告発が正式受理されたことを受け、経過
と今後の方向などについて解説していただきました。

平成 23 年 4 月 22 日 大津地検
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告 発 状 の 要 旨

平成 �� 年 � 月 17 日  大津地検提出

告発の趣旨
　被告発人らの以下の行為は、競売等入札妨害、刑法第９６条の３第１項、第６０条、入札談合

等の排除並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、同法第８条、

刑法第６０条に該当すると思料するので、被告発人らを処罰することを求め告発する。

告発事実
　被告発人山﨑義勝は平成１７年１１月２０日から同２１年１１月９日まで滋賀県犬上郡甲良町

長として、被告発人野瀬喜久男は平成１８年４月１日から同２２年３月３１日まで甲良町の総務

主監、甲良町建設工事契約審査会会長として、被告発人山田壽一は平成２１年 � 月５日から平成

２３年２月４日まで滋賀県犬上郡甲良町議会議長として、被告発人濱野圭市は平成２１年２月５

日から同２２年２月４日まで滋賀県犬上郡甲良町議会副議長として、それぞれの職務に従事して

いたものであるが、被告発人４名は、滋賀県犬上郡甲良町議会事務局長（当時）と共謀の上、同

町が平成２１年７月９日に実施する甲良町地域介護福祉空間施設及び子育て支援センター建設工

事の指名競争入札に関し、同人らの職務に反し、被告発人濱野圭市が実質的に経営する株式会社

浜野工務店に落札させることを企て、同年４月２２日、甲良町建設工事契約審査会において、被

告発人山﨑義勝の意を受けた被告発人野瀬喜久男が、これまで滋賀県の２号業者までを A ランク

と位置づけていた甲良町建設工事指名基準を、滋賀県の３号業者までを A ランクに加えるよう

変更する案を提案し、提案を可決して同年５月１日付で変更された上記基準に基づき、同年６月

１６日には、滋賀県の３号業者であった株式会社浜野工務店を指名業者に加える選定案を、これ

が建設業法違反を惹起することを熟知しながら作成して建設工事契約審査会に提案し、同月１９

日、審査会委員をして上記選定案どおりに選定させたうえ、同年６月下旬から同年７月上旬ころ

までの間に、甲良町役場議会事務局の部屋において、被告発人野瀬喜久男、同山田壽一、同濱野

圭市及び故議会事務局長が、「予定価格の８５パーセントを狙ってくる。」「公表した予定価格に

プラスされた４０万円のことは他の業者は知らない。」「最低制限価格は町が公表しないから大丈

夫。」などと頻繁に謀議を重ね、被告発人野瀬喜久男及び故議会事務局長が被告発人濱野圭市に対

し、本件工事の最低制限価格が、公表された予定価格の１億７８００万円に４０万円を加算した

１億７８４０万円の８５パーセントである旨教示し、よって、同月９日、甲良町役場において行

われた本件工事の入札の際、株式会社浜野工務店に１億７８４０万円の８５パーセントに該当す

る１億５１６４万円で入札させて本件工事を落札させ、もって偽計を用いるとともに入札等に関

する秘密を教示するなどの方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったものである。


